
（別紙様式４－２）                                                 （特別支援学校用） 
 

かもと稲田支援学校 令和７年度（２０２５年度）学校評価表 
 

１ 学校教育目標 
地域や家庭と連携しながら児童生徒一人一人に応じた教育活動を実践することで、児童生徒が自分に

自信を持ち、夢に向かって挑戦する力や地域社会の中で生きていく力を育む。 

 

２ 本年度の重点目標 
（１）命と人権を守る教育環境づくり 

〇児童生徒が安心して学び、生活できる教育環境の整備（危機管理体制の確立、健康・安全教育の
充実） 

〇「道徳」の授業をはじめ全ての教育活動における相手を思いやる豊かな心の育成と人権教育の充
実 

（２）学ぶ楽しさ、わかる喜びを実感できる授業づくり 
〇児童生徒の適切な実態把握に基づく授業の工夫とＰＤＣＡサイクルに基づいた授業改善による生
活に結びついた確かな学力の定着 

〇自立活動の充実と積極的なＩＣＴ活用等による学習支援の工夫 
（３）地域に根差したキャリア教育と地域と協働した教育活動の推進 

〇発達段階に応じた計画的なキャリア教育と将来の「地域で働く・暮らす」を支える取組の推進 
〇地域の自然・文化を生かした活動、地域貢献活動の更なる充実を通した健やかな心と体の育成 

（４）センター的機能を生かした地域の特別支援教育の充実 
〇交流及び共同学習の一層の推進 
〇学校公開等を通した特別支援教育に関する情報の積極的発信 
〇幼児教育施設や小・中・高等学校への研修会等を通した地域の子供たちへの支援の充実 

（５）教職員のウェルビーイングを推進する職場づくり 
  〇心理的安全性が高く互いに高め合える職場環境の実現 

〇校務の精選・効率化、ＤＸ化等による働き方改革の推進 

 

３ 自己評価総括表 
    評 価 項 目 

評価の観点 具体的目標 具体的方策 評価 成果と課題 
大項目 小項目 

学校 
経営 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

校訓に沿
った取組
の具現化 
        

・校訓に沿った
目標設定や実
践に取り組む
ことができた
か。 

・職員が本年度の
重点目標を高く
意識し、学校評
価項目の具体的
目標を実践し、
「かも稲スタン
ダード」が確立
できる。 

・本年度の重点目標

を職員会議等で明

確に示す。 

・学期ごとに学校評
価項目の進捗状況
を整理し、改善点
を明確にしたうえ
で取組を実践する。  

Ｂ 

本年度の重点目

標を基に具体的

目標に向けて取

り組み、学期ご

とに進捗状況・

改善点を明確に

したことで取組

の推進につなが

った。 

業務改善 
   

・全職員で業務
改善を進める
ことができた
か。 

・全職員による業

務の改善に取り

組む。   
・「かも稲ワーク
ガイド」の活用
により、円滑な
業務遂行につな
げる。  

・全職員から業務改

善アイデアを募集

し、実施可能なこ

とから改善を図

る。   
「かも稲ワークガ
イド」の更新と共
にＤＸ化を図り、
更なる活用を図る。  

 Ａ 

全職員による業

務改善アンケー

ト結果を基に１

５項目の業務改

善・効率化を行っ

た。更新したワー

クガイドを含め、

校務のＤＸ化を

図り、業務の効率

化を図った。 

働き方改
革の推進 
 
 

 

・時間外勤務時
間の短縮を意
識した計画的
な業務遂行が
できたか。 

・職員の超過勤務
時間について、
昨年度の月平均
約２７．５時間
を２５時間台ま
で削減する。   

・毎月の衛生委員会

で時間外勤務状況

の要因と業務の平

準化等について協

議し、全職員に周

知して改善を図

る。  

Ｂ 

時間外勤務の短

縮を意識して業

務を遂行し、超

過勤務時間はほ

ぼ昨年度同様で

あった。次年度

は、今年度検討



・定時退勤日の徹底
を図る。  

した業務改善策

を実行し、更な

る時間外勤務時

間の縮減を行う

必要がある。 

安全・安
心な教育
環境の整
備 

 
 
 
 

・児童生徒が安
全に安心して
学校生活を送
れるような環
境整備や、自
ら安全を確保
しようとする
防災・安全教
育ができた
か。 

・危機管理マニュ
アルや教職員初
動マニュアルに
沿った危機管理
体制を迅速に構
築し、安全な対
応ができるよう
にする。 

 
 
 
 
 
 
 
・現在の美しい学
校環境を維持し
つつ、衛生的で
安全安心な教育
環境を保つこと
ができる。 

・教職員初動マニ
ュアルを年度当
初に職員に配付
し、マニュアル
に沿った訓練を
年に６回実施す
る。 

・訓練の際には、
各学級で事前学
習・事後学習を
実施し、児童生
徒が「なぜ訓練
を行うのか」「
自分の命をどう
守るか」を理解
し、考える機会
を設ける。 

・定期的な環境美
化作業や、日常
的な校内清掃を
計画する。また、
児童生徒が事故
等に至る前に早
期発見・早期対
応ができるよう、
毎月の安全点検
やヒヤリハット
メモの集約を行
う。 

Ｂ 

年度当初にマニ
ュアルを職員に
配付し、各校舎
において６回以
上の危機管理に
関する訓練を実
施することがで
きた。訓練後に
は反省アンケー
トを実施し、そ
の結果を基に各
マニュアルの加
筆・修正を行い、
職員へ周知する
ことができた。 
児童生徒と取り
組む日常的な清
掃を基本としな
がら、定期的に
職員清掃・職員
作業を計画的に
実施することが
できた。また、
安全点検等で発
見された不具合
箇所については、
事務部と連携し
速やかに対応し
たことで、衛生
的で安全安心な
教育環境を維持
することができ
た。 

・児童生徒が主
体的に心身の
健康について
考えられる健
康教育ができ
たか。 

・健康の基礎、体

づくりに関し

て、系統的な指

導・支援のもと、

児童生徒が主体

的に楽しく体を

動かす機会を増

やす。また、個別

指導の充実を図

る。 

・歯と口の健康の

指導を通し、児

童生徒自らが主

体的に自分の健

康を考え、行動

することができ

る。 

・かもいなふれあ
いの日に楽しく
「ちょこスポ」
で体を動かすと
ともに、「体じ
ゅう実WEEK」を
年３回実施し、
運動の習慣化の
きっかけづくり
とする。 

・自分の健康づく
りのため、保健
委員会と協力し
ながら、長期休
業中の過ごし方
シート等も活用
し歯科保健指導を
実施する。 

Ａ 

かもいなふれあ
いの日のちょこ
スポ等は定着し
た。また、「体
じゅう実ＷＥＥ
Ｋ」を３回実施
でき、クラスで
の表彰も児童生
徒の意欲の向上、
隙間時間を活用
した運動の日常
化・習慣化のき
っかけづくりに
なった。今後は、
運動習慣の定着
を図っていく。 
かもいなふれあ
いの日で生徒保
健委員が主体的
に歯の健康づく
りの取組を実施
できた。また、
長期休みの過ご
し方シートも各
学部で工夫して
実施できた。 



授業の 
充実 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カリキュ
ラムマネ
ジメント
の推進 
 
      

・「知識・技
能」「思考・
判断・表現」
「主体的に学
習 に取り組
む態度」の育
成を目指し、
授業の質を高
めることがで
きたか。 

・各学部の実情に
応じて３つの資
質・能力の育成
を目指した授業
づくりのための
方策を検討し、
研究部と連携し
ながら授業改善
に取り組む。 

・「主体的・対話
的で深い学び」
を実現するため
の授業づくりの
視点を共有し、
各学部の授業研
究会等で活用で
きるようにする。 

・３つの資質・能
力の育成を意識
した授業づくり
に向け、各学部
の実情に応じた
単元計画・単元
評価等の様式を
活用する。 

Ｂ 

文科省が作成す
る授業改善の視
点一覧を学部研
のシートに入れ
込んだことで授
業づくりの視点
を意識しながら
研究授業に取り
組むことができ
た。 
単元の目標を共
有したり、子ど
もの学びの様子
を共有するため
のスプレッドシ
ートを活用した
りして、各学部
の実態に応じた
方法で授業改善
に取り組むこと
ができた。 

自立活動
の充実 
 
 
 

 

・児童生徒一人
一人に応じた
目標設定や教
材・教具、授
業展開の工夫
等、職員の自
立活動に関す
る実践力を高
めることがで
きたか。 

・自立活動に関す
る理論的・実践
的研修を計画し、
全職員が知識・
理解を深めると
ともに、児童生
徒一人一人の実
態に基づいた具
体的な目標や指
導内容・方法を
考え実践するこ
とができる。 

 

・基礎講座を実施
し、基本的な授
業づくりや課題
関連図の検討に
ついて学ぶこと
ができるように
する。 

・目標設定シート
作成日を設定し、
チームで課題関
連図や指導目標 
の検討を行う。 

・代表事例による
研究授業や全職
員による実践共
有研修を実施し、
事例から学んだ
り意見交換した
りできるように
する。 

Ｂ 

基礎講座では資
料の内容をより
詳細で具体的に
した。今後、資
料を動画形式に
変え、いつでも
誰でも受講でき
るようにする。 
代表事例による
授業研究会や全
職員の実践共有
研修で、職員同
士の学び合いを
実現できた一方
で、自立の授業
について話す場
が少なく、より
日常的にＰＤＣ
Ａを回しながら
指導の改善を図
るシステムを作
る必要がある。 

授業のＰ
ＤＣＡサ
イクルの
充実と発
展 
 
     

・授業の進め方
や評価の仕方
等を学部内や
学部間で話し
合い、改善に
向けてチーム
で取り組むこ
とにより、授
業の質を高め
ることができ
たか。 

・各学部・グルー
プでの話し合い
を基に、授業の
ＰＤＣＡ（計画・
評価等）を効果
的に運用しなが
ら授業改善がで
きる。 

 
・事例研究を通し
て、職員同士で
意見やアイデア
を出し合い授業
改善や専門性の
向上につなげる
ことができる。 

・授業づくりの日
を活用し、研究
部を中心に内容
やスケジュール
を管理しながら、
授業について職
員同士で話し合
う時間を確実に
設定する。 

・学部ごとに、事
例研を行う教科
や方法を検討し
月に1回実施する。
記録シートを全
学部で共有し、
他学部の授業や
協議内容を知る
ことができるよ
うにする。 

Ｂ 

各学部で、授業
に関する話し合
いを定期的に行
い、チームで授
業計画や評価を
行うことができ
た。 
年間を通して事
例研を実施し、
授業者の悩みを
みんなで解決し
ながら授業改善
につなげること
ができた。今後
は、学部を超え
て授業について
意見交換したり
同じ教科担当の
職員同士で計画
を協議したりす
る場を設定し縦
のつながりを作



る事が課題であ
る。 

キャリ
ア教育 
(進路 
指導) 

 

キャリア
教育 
 

    

・発達段階に応
じた計画的な
キャリア教育
が実践できた
か。 

・各学部において、
キャリアパスポ
ートに記載する
内容と活用方法
を明確化し、活
用を通して、児
童生徒の自己理
解、他者理解に
加え、生活や人
生設計に関する
関心と意識を段
階的に高める。 

・全教職員が発達
段階に応じたキ
ャリア教育の重
要性を認識しキ
ャリアパスポー
トを活用し、組
織的かつ継続的
なキャリア教育
を推進すること
で、児童生徒の
関心と意欲を段
階的に高める。 

Ｂ 

各学部でキャリ
アパスポートを
改善し、小学部
での基礎作りか
ら高等部の将来
設計まで体制を
整えた。児童生
徒にとって使い
やすさ、活用の
しやすさ、小中
高の一貫性など
を狙って、統一
フォーム（デジ
タル化）を検討
していく。 

進路指導 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・一人一人が持
てる力を十分
に発揮し、積
極的に自立・
社会参加がで
きる支援がで
きたか。 

・各学部の発達段
階に応じて、自
己理解・職業理
解を深める進路
学習、体験学習
を計画し、実践
することができ
る。 

・各学部で、地域の
事業所見学や体験
活動を積極的に実
施する。また、現
場実習を通じた就
業体験の機会を設
け、生徒が地域社
会と深く関わり、
実践的な学びを得
られるようにする。 

Ｂ 

キッザニア体験
や事業所見学な
ど、発達段階に
応じた体験活動
を実施し、働く
ことへの関心を
深めることがで
きた。児童生徒
がより具体的な
将来像を描ける
よう、生活や人
生設計への関心
を段階的に高め
る取組を継続し
ていく。 

・アフターケア
や同窓会組織
の運営等、卒
業後の就労や
充実した生活
を継続する体
制を整備する
ことができた
か。 

・卒業後３年以内
の卒業生へ年１
回、職員で状況
把握（訪問等）
を実施し、就労・
生活課題に対し
課題把握を行う。
卒業生の交流を
促進する集い 
（同窓会等）を
支援する。 

・夏期休業中など
に職員で巡回訪
問を行い、就労
・生活課題を把
握する。必要に
応じ、関係機関
と密に連携し解
決を図る。 

・「かもと稲田まつ
り」では、卒業生
による販売や茶話
会等の交流活動を
積極的に支援し、
同窓会の繋がりを
育む。 

Ｂ 

進路先訪問計画
を立て、卒業生
の課題の早期発
見と迅速な支援
につなげる体制
を整えた。今期
の計画をベース
に体制整備を進
めていきたい。 
同窓会理事会の
開催や「かもと
稲田まつり」へ
の参加、販売会
の継続実施によ
り、卒業生が安
定して活動でき
る場を運営でき
た。販売会では
卒業生自身で活
動できる流れを
構築していきた
い。 

生徒 
(生活) 
指導 
 
 
 
 
 
 
 

主体的な
児童生徒
会、委員
会の活動
を支える
組織的な
指導 
 
 
 

・生活目標や人
権教育の目標
を踏まえた、
児童生徒の主
体的な取組が
できるような
指導ができた
か。 

・各委員会のこれ
までの取組を振
り返りながら、
一人一人が活動
できるアイデア
を出し合ったり、
一緒に取り組ん
だりすることを
通してお互いを
認め合い、主体

・児童生徒が主体的
に活動できるよう、
自分の考えを表
出しやすい環境
をつくる。また教
師は見守るだけ
でなく一緒に考え
たり、ヒントを与
えたりしながら
取り組めるよう

Ａ 

毎月の生活目標

について児童生

徒がポスター作

成や呼びかけを

行った。また、児

童生徒会役員選

挙では、学校生活

をよりよく支え

ていく積極的な



 
 
 
 
 
 
 

 
 

的な活動に繋げ
ることができる。 

にする。 目標を全校児童

生徒に伝えるこ

とができた。 

・全学部の児童
生徒が一体と
なって、意欲
的にかかわり
合える活動等
が実施できた
か。 

・｢かもいなふれ
あいの日｣では、
児童生徒同士が
グループの児童
生徒同士が仲間
意識を持ち、協
力して活動す
ることができる。 

・学部を超えた児
童生徒同士のか
かわりが増える
よう、事前に職
員間の打ち合わ
せの時間を設け
たり、活動内容
の工夫をしたり
する。 

・高等部の生徒が
グループの進行
や運営を行う機
会を設ける。 

Ｂ 

職員で事前に打
ち合わせの時間
を設けたことで
役割や活動内容
について見通し
を持つことがで
きた。今年度弁
当の日を設け、
昼食をともにし
ながら交流を深
めることができ
た。一方、活動
時間が長く、児
童生徒の負担も
あった。活動時
間の見直しや内
容の工夫をして
いく必要がある。 

生活規範
や交通安
全を守る
指導 
 
  
 

 

・生活規範を守
ろうとする指
導が実施でき
たか。 

・生活規範を守り、
安全安心な学校
生活が送れるよ
う、主体的に考
え、行動するこ
とができる。 

・児童生徒が中心
として、生徒心
得や生活ルール
について確認し
たり、見直しを
したりする機会
を設ける。 

・生活指導の年間
目標を基に児童
生徒会から発信、
啓発を行うよう
にする。 

Ｂ 

生徒心得や生活
ルールについて
確認したり、生
徒心得について
高等部で見直し
を行う機会を設
けたりすること
ができた。 
長期休業日前に
は、各学部で生
活ルールの周知
を設けたことで
落ち着いた学校
生活を送ること
ができた。 
スマートフォン
の適切な使い方
や友達、異性と
の節度のあるか
かわり方につい
ては、引き続き
生徒の実態に応
じた授業や個別
の指導を丁寧に
行っていく必要
がある。 

・交通ルールを
守ろうとする
指導が実施で
きたか。 

・交通ルールやマ
ナーの大切さに
気づき、安全に
登下校ができる。 

・登下校や校外学
習等において交
通安全に関する
指導を行うとと
もに、交通安全
教室で体験的な
学習を行う。 

Ｂ 

交通安全教室で
体験的な活動を
多く設けること
ができた。 
登下校時の安全
指導を徹底する。 

人権教
育の推
進 
 

命を大切
にする心
を育む指
導 
 
 

 

・命を大切にす
る心を育む授
業づくりが実
施できたか。 

・自分は大切な存
在であるという
ことが分かり、
命を大切にする
心を育む授業を
系統的・計画的
に行うことがで
きる。 

・各学部の取組等
を紹介し合いな
がら、自分の良
さ、大切さに気
付き、命を大切
にしようという
気持ちを育むこ
とができるよう、
授業を工夫する。 

 
 
 
 
Ｂ 

心のきずなを深
める月間の取組
や学部集会での
誕生日会など、
各学部の発達段
階に応じて自他
を大切にする心
を育む授業を実
施した。人権教
育全体研修では、



各学部の取組の
様子を共有する
ことができた。 

・心のきずなを
深める授業づ
くりと職員の
意識を高める
取組ができた
か。 

・自分も友だちも
大切な存在であ
るということが
分かる授業を系
統的・計画的に
行うことができ
る。 

 
 
・職員の人権意識
を高める研修を
計画的に実施す
ることができる。 

・心のきずなを深
める月間、人権
集会を年間指導
計画に沿って
実施する。その上で、
学習内容の系統
性を学部毎に検
証し、改善を図
る。 

・講師招聘研修や
オンデマンドを
活用した校内研
修の実施をした
り、校外研修の
開催要項等を紹
介したりするこ
とで、年間を通
じて幅広く研修
を受けることが
できるようにす
る。 

Ｂ 

心のきずなを深
める月間では、
命を大切にする
心を育む授業を
各学部の発達段
階に応じて実施
した。人権集会
では、各学部の
人権学習の成果
を他学部の児童
生徒や職員と共
有しながら、共
同制作に取り組
むことができた。
１月に講師招聘
研修を実施し、
子どもたちの人
権を大切にした
関わり方等につ
いて意識を高め
ることができた。 

人権教育
の理解を
深める取
組 
 
 

 

・職員の人権感
覚を育成する
取組ができた
か。 

・教職員間で取組
や日頃の児童生
徒との関わりを
振り返ることで、
人権教育に関す
る知的理解を深
め、人権感覚を
養うことができ
る。 

・日頃の児童生徒
との関わりを振
り返るためのア
ンケートを年間
２回実施し、結
果を確認するこ
とで、職員一人
一人の人権感覚
を養う。 

Ｂ 

年２回のアンケ
ートを通じ、全
職員が自身の取
組や人権意識を
振り返る機会を
持つことができ
た。その結果、
各自が自身の強
みや改善すべき
点を明確に把握
できるようにな
り、教職員全体
としての人権感
覚の向上につな
がった。 

・地域や保護者
への理解啓発
を図ることが
できたか。 

・地域や保護者が
様々な人権課題
や本校における
人権教育、児童
生徒についての
理解や関心を深
め、人権感覚を
養うことができ
る。 

・人権教育の授業
の取組や人権作
品をホームペー
ジで紹介したり、
人権啓発に関す
る文書を案内し
たりする。 

Ｂ 

人権学習や人権
集会、職員研修
の様子等をホー
ムページで発信
することができ
た。また、すぐ
ーるを活用して
保護者へ向けて
研修案内を行う
ことができた。 

いじめ
の防止
等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いじめの
未然防
止、早期
発見の取
組 
 
 
 
 

 

・いじめを許さ
ない安全・安
心で優しい学
校づくりに児
童生徒会を中
心に、取り組
むことができ
たか。 

・児童生徒が主体
的に学校の雰囲
気や人間関係を
より良くできる
取組を発信、実
践することがで
きる。 

・いじめ防止の周
知、スローガン
の作成、校内放
送や啓発ポスタ
ーを作成、掲示
する。 

・学校生活や人間
関係をより良く
するアイデアを
募り、全校集会
等に生かすよう
にする。 

Ｂ 

いじめ防止に向

けて各学部でス

ローガンの呼び

かけやスローガ

ン作成、掲示をす

ることができた。 

各学部でスロー

ガンに込められ

た意味を共有し、

いじめを許さな

い意識を高める

機会となった。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いじめ
の防止
等 
 

・学校が、日常
的な観察やア
ンケート実施
等のいじめを
未然に防ぐ取
組を保護者と
連携しながら
行うことがで
きたか。 

・日常的な児童生
徒の様子を丁寧
に観察したり、
アンケート等を
活用したりして
児童生徒がSOS
を出せる環境を
整えることがで
きる。 

・家庭と連絡帳や
電話連絡等での
情報共有を行い、
小さな変化に気
づくことができ 
るようにする。 

・スクールサイン
や家庭チェック
リスト、リーフ
レット等を定期
的にすぐーるで
配信し、家庭で
の様子を共有で
きるようにする。 

Ｂ 

連絡帳や電話連
絡等を通して日
常的に情報共有
を行った。児童
生徒の小さな変
化にも気づくこ
とができる体制
づくりが定着し
た。 
家庭チェックリ
ストをすぐーる
で配信したこと
で、該当する事
項がない家庭か
らも回答が寄せ
られた。回答率
の向上に繫がっ
た。 

いじめ問
題やその
対応に関
する理解
を深める
取組 
 
 

 

・教職員の理解
を深めること
ができたか。 

・未然防止（信頼
関係の構築、児
童生徒の変化へ
の気付き）と早
期発見（兆候の
捉え方、報告・
連携方法）に関
する行動指針を
明確にし、共通
理解を図ること
ができる。 

・年２回の職員研
修を実施し、マ
ニュアルや初期
対応の方法を全
職員で確認でき
るようにする。 

・担任、学部間で
の児童生徒の気
になる様子につ
いて定期的に共
有する時間を設
ける。いじめ防
止対策委員会で
の外部専門家の
助言や内容につ
いて各学部に周
知する。 

Ｂ 

職員研修を通し
て、いじめ防止
マニュアルや初
期対応について
全職員で共通理
解を図ることが
できた。また担
任・学部間での
定期的な情報共
有や、外部専門
家の助言内容の
周知により、児
童生徒の小さな
変化に早期に気
づき、組織的に
対応する体制づ
くりに繫がった。 

・地域や保護者
のいじめ問題
に関する理解
や学校の取組
に関する理解
を深めること
ができたか。 

・学校のいじめ防
止の取組の内容
について定期的
に情報発信を行
うことができる。 

・PTA総会で取組の
周知、ホームペ
ージやすぐーる
の活用を通して、
定期的に取組の
発信を行うこと
で地域や保護者
の方の理解を深
められるように
する。 

Ｂ 

PTA総会で取組の
周知ができた。ホ
ームページやす
ぐーるの活用を
通して、定期的に
発信ができた。 

地域 
支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

センター
的機能の
充実 
 
 
 

・地域における
特別支援教育
への理解を深
めることがで
きたか。 

・通常学級での合
理的配慮を含め
た支援について
理解を深めるこ
とができる。 

・インクルーシブ
教育に向けた熊
本県の取組につ
いて地区コーデ
ィネーター会議
等で情報提供を
する。 

Ａ 

地区コーディネ
ーター連絡会議
と巡回相談を通
して、高等学校
のソーシャルス
キルトレーニン
グの授業の取組
にかかわること
ができた。他の
学校にも紹介し
て広げていきた
い。 

・関係機関と連
携をしながら
地域支援にあ
たることがで
きたか。 

・山鹿市以外の専
門機関とも連携
して地域支援に
あたることがで
きる。 

・山鹿市合理的配
慮コーディネー
ターや各学校コ
ーディネーター
と連携し、就学
時の適切な学び
の場の選択にお
ける助言をする。 

Ｂ 

山鹿市児童発達
支援センター療
育相談員と連携
して就学時の学
びの場の選択に
おける相談を３
２件実施。今後
も小学校コーデ



ィネーターと連
携して支援にあ
たる。 
また、病弱学級
児童への対応で
黒石原支援学校
と連携するケー
スが３件あった。
今後も在籍校へ
の支援で連携し
ていきたい。 

一人一人
の教育的
ニーズの
把握に基
づいた支
援 

 

・校内支援の充
実を図ること
ができたか。 

・切れ目のない段
階的な支援を実
施し、必要に応
じてＳＣやＳＳ
Ｗを含めた関係
機関と連携して
支援を行うこと
ができる。 

・シェアタイム 
（学部内での指
導・支援の協議）
を各学部で年に
１回以上行う。 

・年に２回程度校
内支援委員会を
実施し、関係機
関につなげる必
要のあるケース
がないか検討す
る。 

Ｂ 

全ての学部でシ
ェアタイムを実
施し、児童生徒
の指導・支援を
充実させること
ができた。 
校内支援委員会
を２回実施し、
学部間での情報
共有を密に図る
ことができた。
また、支援会議
を行う必要があ
るケースの有無
について協議し、
切れ目のない支
援の充実を図
ることができた。 

・ニーズに応じ
た巡回相談等
ができたか。 

・担任やコーディ
ネーター等との
ケース会議の中
で、対象児童生
徒の課題にせま
るためのサポー
トをすることが
できる。 

・課題解決シート
を活用して、児
童生徒の実態把
握をし、支援に
ついて検討する。 

Ｂ 

巡回相談の際に、
課題解決シート
を使った支援の
検討方法を紹介
したり実際に使
用して協議した
りすることがで
きた。巡回相談
後も、課題解決
シートを効果的
に使用するケー
スも多くあった。 

交流及び
共同学習
の一層の
充実 
 

 

・障がいのある
児童生徒と障
がいのない児
童生徒が可能
な限り同じ場
で学ぶ取組が
できたか。 

・各学部での学校
間交流について、
交流及び共同学
習の目標を明確
にしたうえで計
画的に実施す
ることができる。
また、居住地校
交流を積極的に
実施することが
できる。 

・各教科等の年間
計画に交流及び
共同学習を位置
付けるなど、目
標を明確にして
実施できるよう 
にする。 
また、交流及び
共同学習の行い
方（活動内容や
実施方法）につ
いても昨年度の
反省を踏まえて
具体的に計画す
る。 

・居住地校交流の
目的等について
積極的に保護者
に知らせる。 

Ｂ 

各学部の年間指
導計画に交流及
び共同学習を位
置づけ、全ての
学部で学校間交
流を行うことが
できた。実施校
や実施時期、方
法がある程度固
まり、交流の基
盤をつくること
ができた。 
居住地校交流の
意義等について
保護者に周知し、
小学部で５件、
中学部で１件実
施することがで
きた。 

地域 
連携 

(ｺﾐｭﾆﾃｨ
･ｽｸｰﾙな
ど) 

地域の方
々や関係
機関との
連携         

  

・地域の方々や
行政・福祉等
の関係機関と
の連携を深
め、チームと

・本校の取組や課
題等を地域や行
政及び福祉等の
関係機関の方々
に発信する機会

・ホームページや、
やまがメイト等を
活用して積極的に
取組を周知する。
また、地域の回覧

 
 
 
 
 

ホームページを
活用したコンス
タントな取組の
周知が定着しつ
つある。また、や



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域 
連携 

(ｺﾐｭﾆﾃｨ
･ｽｸｰﾙな
ど) 

 
 
 
 

して学校の様
々な課題解決
に取り組むこ
とができた
か。 

や授業で地域資
源を活用した取
組を昨年度より
も多く設定する
ことができる。  

 

板を利用した行事
案内チラシ等の配
付による周知も図
る。 

・学校運営協議会を
年３回実施し、協
議会委員のアドバ
イス基に現在の取
組の充実及び新た
な取組の推進を行
う。 

・地元企業の説明会
や進路(実習先)開
拓を通して、地域
企業にも積極的に
本校の内容や取組
を周知する。 

 
 
 
 
 
 
Ｂ 

まがメイトで行
事の事前周知が
できた。  
学校運営協議会
において、本校の
取組に対して前
向きな評価をい
ただくとともに、
さらなる発展を
見据えたアドバ
イスもいただき、
取組に反映させ
ることができた。 
地元企業の説明
会や進路(実習先)
開拓を通して積
極的に本校の内
容や取組を周知
することができ
た。 

理解啓発
・情報発
信 
 
   

・地域への学校
の取組等の啓
発や情報発信
を行うことが
できたか。 

・ホームページや
回覧板など、様
々な方法で情報
発信を行うこと
ができる。 

・各種作品展に参
加し、本校及び
特別支援教育に
関する理解啓発
ができる。 

・ホームページに
地域支援通信 
（コーディネー
ターの役割など
を記載したもの）
を掲載する。 

・回覧板等で学校
の取り組みや学
校行事の紹介を
する。 

・各種作品展に参
加し、本校の取
組や生徒の学習
成果について情
報発信する。 

Ａ 

ホームページに
地域支援通信を
掲載し、職員や
地域にコーディ
ネーターの役割
等を周知するこ
とができた。 
ホームページで
の発信に加え、
学校新聞を２回
発行し、地域に
学校の取組を啓
発することがで
きた。 
各種作品展等に
参加し、児童生
徒の美術作品や
学習成果を広く
知ってもらうき
っかけをつくる
ことができた。
鹿本町文化祭で
は、動画での学
校紹介も行い、
地域の方に本校
の活動について
啓発することが
できた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４ 学校関係者評価 
（１）学校評価アンケート（保護者）結果 
  ・昨年度「わからない」の回答率が高かった「いじめ防止に取り組み、いじめ等を発見したときは

適切に対応している。」「特別支援教育や学校の教育活動について、地域住民から理解が得られる
よう、学校は理解啓発に努めている」「長時間勤務の縮減等、教職員の働き方改革に取り組んでい
る。」の３項目について、取組の充実や周知を図った結果、地域への理解啓発は「わからない」の
回答率が減少し、いじめ対応については、肯定的な評価が高くなった。働き方改革についての回答
率は昨年度とほぼ同じであった。 

  ・昨年度同様、全項目「Ａ：そう思う」Ｂ「ややそう思う」を合わせた割合は高いが、その中でも
昨年度と比較して「Ａ：そう思う」の割合が高くなった。 

（２）学校評価アンケート（職員）結果 
   昨年度「特別支援教育に関する専門的な知識や指導力を身に付けている」としていた項目につい

て、今年度は専門性を高めようとする姿勢を評価することとし、「特別支援教育に関する指導力向
上を目指して授業実践に取り組んでいる。」と変更した結果、「Ａ：そう思う」Ｂ「ややそう思う」
を合わせた割合は９７％であった。 

（３）学校運営協議会における意見 
  ・保護者アンケート結果の数値や学校に感謝している等の意見があり、高い評価を得ていることが

伺える。   
  ・授業力向上の取組に対して、委員も授業参観により授業の様子を見れば、より具体的な気づきの

共有や助言ができるのではないか。 
  ・チームで授業づくりを行ったり、評価を行ったりすることは大変意義がある。チームで児童生徒

に対する実態把握もじっくり行ってほしい。 
  ・自立活動の充実も含めて、本校の専門性を地域の小中学校の特別支援教育の充実のために、今後

も発信・助言してほしい。 
  ・職員アンケートにある「子どもは、健康で安全な学校生活を送っている。」について、「子ども

が健康で安全な学校生活を送れるよう指導している。」と変更すれば、職員が指導できているか意
識しながら回答できるのではないか。 

  ・教職員の熱意ある取組が成果を上げている一方で、業務に係る負担が大きくなっているのではな
いかと懸念する。教職員の負担軽減に引き続き取り組んでほしい。 

 

 

５ 総合評価 
（１）命と人権を守る教育環境づくり 

安全点検及び危機管理研修、緊急対応訓練等を行うとともに、児童生徒には、事前・事後の安全
教育を含め、各校舎６回以上の危機管理訓練を実施した。また、訓練後にはアンケートを実施し、
結果を基にマニュアル改定を行い、危機管理体制の構築を図った。 
「道徳」の授業の充実、他学部も含めた児童生徒同士のかかわりを大切にした人権集会、児童生

徒によるいじめ防止のスローガンの作成・呼びかけ等の取組を行い、相手を思いやる姿を見ること
ができた。 

（２）学ぶ楽しさ、わかる喜びを実感できる授業づくり 
「授業づくりの日」を活用して学部毎にチームでＰＤＣＡサイクルを回しながら、授業計画や評価

等を行い、授業改善を図った。また、自立活動の授業研究会や全教職員での実践共有研修では、事
例を基に学びあい、自立活動の充実につなげることができた。「ノー会議デー」の運用により、授
業計画や教材作成の時間を確保することができ、持続可能な授業づくりの体制の定着を図った。 

（３）地域に根差したキャリア教育と地域と協働した教育活動の推進 
   各学部の発達段階を踏まえたキャリアパスポートの改善を図り、就労体験や事業所見学等、系統

的なキャリア教育を行った。作業学習等で身に付けた力を生かして近隣施設で活動を行い、地域の
方と関わりながら「地域で働く・暮らす」ことを支える取組を推進した。 

   また、新たな地域資源を開拓できたことで、児童生徒にとって新たな学びへと発展させることが
できた。交流及び共同学習では、小・中・高等学校や地域の方と計画的に実施することができ、そ
の中で児童生徒同士がかかわり合う姿が多く見られた。 

（４）センター的機能を生かした地域の特別支援教育の充実 
   巡回相談、各校の特別支援教育に関する校内研修の講師等を通して、山鹿市内の幼・小・中・高

等学校におけるセンター的機能を生かすことができた。また、今年度は、本校の授業参観やコーデ
ィネーターの助言により、高等学校のソーシャルスキルトレーニングの授業充実に向けて支援を行
うことができた。今後とも個別の支援や研修に加え、授業づくりにおいても特別支援教育の充実に
つなげていく必要がある。 

（５）教職員のウェルビーイングを推進する職場づくり 
   「かも稲Ｗｏｒｋルール」を全職員が毎月振り返る機会を設けたり、外部講師を招聘してグルー

プワークを取り入れた校内研修を実施したりして、風通しが良く、互いに高め合える職場づくりに
取り組んだ。また、本校ワークガイドのＤＸ化、毎週水曜日の「ノー会議デー」の定着を図り、教
職員のウェルビーイングの推進に取り組んだ。 

 

 



６ 次年度への課題・改善方策 
（１）職員の専門性の向上 
   「授業づくりの日」において、チームで指導方法等を協議し、学び合いながら継続的な授業改善を

行うとともに小・中・高等部間の学びの連続性・系統性の整理を行う必要がある。なお、自立活動の
充実について、スキルアップ研修の代表事例の検討・共有により知識・理解を深めたが、来年度はさ
らに自身の事例の検証を行い改善を図るとともに、様々な事例を共有し、実践力を高めていきたい
。また、校外研修へ積極的に参加したり、外部講師から指導・助言をいただいたうえで学び合うこと
ができる校内研修を設定したりして、全職員の特別支援教育に関する専門性や指導力の向上を図る
。 

（２）地域への理解啓発 
次年度も地域の小・中・高等学校との交流及び共同学習の機会を計画的に位置づけ、推進を図って

いく。その際、より交流が深まるよう、教職員においても打ち合わせで目的や活動内容の共通理解を
図ったり、研修等で意見交換を行ったりしたうえで、お互いに教育効果の得られる質の高い交流及
び共同学習を展開したい。また、学校行事やオープンスクール、作品展示、作業製品販売等について
事前の周知・事後の広報をさらに充実させ、地域への理解啓発を行っていく。 

   併せて、学校公開等を通して、自立活動を含む本校の教育実践や特別支援教育に関する情報を積
極的に発信し、地域の特別支援教育の充実を図っていく。 

（３）児童生徒、保護者、職員の小学部段階からの進路選択・進路決定に関する意識の高揚 
   小学部低学年から卒業後の生活に関連する発達段階に応じた体験活動等に計画的に取り組み、卒

業後の生活に向けた意識を早期から持てるようにする。次年度は全学部のキャリアパスポートの系
統性を持たせるとともに、電子化を検討し、児童生徒の得意なことや成長の変化に気付き、生活や
人生設計に関する関心と意欲を高めていけるように取り組む。 
また、全学部の保護者に対して、山鹿市で行われる進路に関する説明会や講演会等の情報を積極

的に提供したり、校内で進路研修を企画したりして、小学部段階から卒業後の生活へのイメージを
保護者、職員が持てるよう取り組んでいく。 

   また、高等部生徒の現場実習先の確保、経験できる職種の拡大について、現場実習の目的や方法
等を掲載したリーフレットの活用や企業との意見交換を通して積極的に職場開拓を行い、一般企業
等からの理解と協力が得られるように組織的に取り組んでいく。 

（４）働き方改革の推進 
   今年度は、全職員による業務改善アンケートを基に業務改善内容を検討し、業務の精選・校務の

ＤＸ化を含めた効率化に向けて取り組んだ。来年度は年度当初から業務改善内容の実施・定着を図
るとともに、校務分掌内の役割分担変更による業務の平準化や業務のスケジュール管理等を行い、
更なる時間外勤務時間の短縮を図る必要がある。また、衛生委員会で産業医からの助言を生かしな
がら、職員の健康管理について協議を行っているところであり、次年度も衛生委員会を十分に機能
させ、業務の平準化や心身の健康の保持増進を図っていく。 

 

 

 

 

 


